
行財政再建計画関連スケジュール

平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度

年間

国流

協会の

あり方

男女

財団の

あり方

指定管理者

移転

具体的課題

10月～3月　４月～９月 １０月～３月 ４月～９月1月～３月

　
　

●事務所配置(案)の
　　確定

　

　●移転・工事等
　　必要経費見積（８月）

　

　●設置条例
　　見直し（４月～）

　

　●指定管理者
　　候補団体選定
　

　

●指定管理者の指定
議会議決（１２月）

●公益法人
　改革（３月）

　

　●設置条例改正
　　議会議決（９月）

　
　

●報告書案作成（１０月）

■平成１９年度

※上半期に移転を想定した場合

○入札（６月）
　　　↓
○すてっぷ６階部分工事（８月～）
　　　↓
○竣工（９月中旬）
　　　↓
○移転（９月下旬）
　　　↓
○リニュアルオープン(１０月)

　
　

●中間報告書作成（１０月）

　

　●設置条例
　　議会議決（３月）

　
　

●報告書作成（９月）

　
　

●予算要求（１１月）

●レイアウト

●起債協議

●駅前ビル関係法令調査・協議・手続

●内装工事

●センター条例改正検討

づ

※別紙　検討組織案参照
検討の仕組み

指定管理者
移転関係

 
●
各
団
体
の
問
題
・
課
題
の
抽
出
/
協
議
検
討

　

●協定締結（３月）

　

●指定管理者によ
る業務の開始(４月)

●
検
討
体
制
の
整
備
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